



（様式７）【書類番号８－①】

企業としての取組確認票

	
	対象
	必要書類

	□
	次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定している場合（従業員101人未満の場合のみ）
	労働局の受付印のある「一般事業主行動計画の写し」

	□
	女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画を策定している場合（従業員101人未満の場合のみ）
	労働局の受付印のある「一般事業主行動計画の写し」

	□
	次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定）、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定（えるぼし認定、プラチナえるぼし認定）、又はよこはまグッドバランス企業の認定を取得している場合
	・次世代育成支援対策推進法に基づく認定を取得している場合は「基準適合一般事業主認定通知書の写し」、または「基準適合認定一般事務主認定通知書の写し」
・女性の職業生活における活躍の
推進に関する法律に基づく認定を取得している場合は「認定通知書の写し」
・よこはまグッドバランス企業の認定を取得している場合は「認定通知書の写し」又は「認定証の写し」

	□
	青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定（ユースエール）を取得している場合
	「認定通知書の写し」

	□
	障害者雇用促進法に基づく法定雇用率2.5%を達成している場合（従業員40人以上）、又は、障害者を１人以上雇用している（従業員40人未満）
	「最新年度の障害者雇用状況報告書（事業主控）の写し」

	□
	横浜SDGs認証制度”Y-SDGs”の取得
	「認定通知書の写し」
※認証区分は問わない

	□
	エコアクション21認証の取得
	「認証・登録証の写し」


該当する□にレ点を入れ、必要書類（各１部）【書類番号８-②】を添付してください。
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